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１月                   2 月 
1（水） 支部 冬季休暇  1（土）  

2（木）    〃 2（日）  

3（金）    〃 3（月） 本部 賀詞交歓会 

4（土）    〃 4（火）  

5（日）    〃 5（水）  

6（月） 12 月分チケット換金締切日(14:30 まで) 6（木） 12 月分チケット換金締切日(14:30 まで) 

7（火）  7（金）  

8（水）  8（土）  

9（木）  9（日）  

10（金） 
支 部 費 納 付 締 切 日 (15 時 ま で )  
交通共済 第 5 回理事会 交通安全祈願 

10（月） 支部費納付締切日 (15 時まで) 

11（火）  

11（土）  12（水）  

12（日）  13（木）  

13（月）  14（金）  

14（火）  15（土）  

15（水）  16（日）  

16（木）   17（月）  

17（金）   18（火）  

18（土）  19（水）  

19（日）  20（木）  

20（月）  21（金）  

21（火）  22（土）  

22（水）  23（日）  

23（木）  24（月）  

24（金）  25（火） 本部 第 5 回理事会 

25（土）  26（水）  

26（日） 支部 健康診断 27（木）  

27（月）  28（金）  

28（火）    

29（水）    

30（木）     

31（金)    

支部・班 行事予定 
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新春のご挨拶 

 

杉並支部の皆様に謹んで初春のお慶びを申しあげます。 

旧年中は支部活動に多大なご協力を頂き誠にありがとうございました。 

役職員一同、厚く御礼申し上げます。あわせて本年も支部活動へのご協力を宜しくお 

願い申し上げます。 

  私達の個人タクシーを取り巻く環境は、暫定措置の新規許可の設定や地理試験の免 

 除等、国からも事業者拡大に協力を頂いております。ただし、AI の進化は確実に進み 

いずれ近い将来には自動運転のタクシーが導入されることになります。その際に個人 

タクシーがどう生き残れるかがこの後の最重要課題と思われます。若い世代に個人タ 

クシーを継承していくためにも、利用者に愛され地域に欠かせない個人タクシーを目 

指します。 

  今年の干支の巳年は、古いことから脱皮し新たな挑戦や進展に期待が持てるとあり 

ます。杉並支部も新たな挑戦を胸に頑張って参ります。 

結びに、皆様の商売繁盛とご健勝を心よりお祈り申し上げます。 

 

令和 7 年 1 月吉日  支部長 堀内達哉 

 

 
 

◆支部健康診断について 
 

冬の健康診断を実施します。夜型稼働者は年 2 回の受診が義務付けられています。 
     ※クリニックでの個別受診は 4,400 円（税込）の自己負担が発生します。(当日支払) 
    

   【日   時】 令和 7 年 1 月 26 日(日) 
          ≪A 検診≫ 午前 9 時 30 分 ～ 11 時 30 分 

       6 月期限更新者とオプション検査希望者 
 

≪F 検診≫ 午後 1 時 00 分 ～  3 時 00 分 
            12 月期限更新者のみ 

※午前の部・午後の部とも終了 15 分前に受付終了です。 
※F 検診の方でもオプション検査を希望する方は午前中に受診して下さい。 

 

【場  所】 三鷹公会堂さんさん館 4 階（三鷹市野崎 1-1-1） 
 

【医療機関】 ふくろう内科・内視鏡クリニック 

              新宿区高田馬場 1-17-16 3F  TEL 03-3205-2960 
 

＊問診票を同封しました。記入を済ませ、当日必ず持参して下さい。 
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◆支部員報告 
 

廃 業   A 班 福吉 修一 さん（81 歳） 
                  平成 12 年 01 月 13 日 加入  
                  令和 06 年 12 月 20 日 付 一般廃業 
 

B 班 大浦 純一さん（81 歳） 
                  平成 04 年 09 月 16 日 加入  
                  令和 06 年 12 月 25 日 付 一般廃業 
 

B 班 山田 隆一さん（66 歳） 
                  平成 07 年 07 月 19 日 加入  
                  令和 06 年 12 月 13 日 付 一般廃業 

 

◆令和７年春の交通功労者等表彰候補者の推薦について 
 

標記の件、警視庁交通総務課長より交通功労者等表彰候補者の推薦依頼がありまし

た。つきましては、交通功労者等表彰候補者推薦基準より、下記表の資格条件を満た

している組合員がおりましたら支部までご連絡お願いいします。 
 

●優良タクシー等(ハイヤー・バス・トラックを含む) 運転者 (警視庁交通部長感謝状) 

資

格 

要

件 

タクシー等の運転者として、交通法令を遵守し安全運転に努め、かつ、運転 

マナー等が他の模範となっており、次の各号のすべてに該当する者 

1．タクシー等運転者として、5 年以上運転に従事していること。 
2．過去 5 年間、無事故・無違反であること。 
3．過去に本表彰を受けていないこと。 

留

意

事

項 

1．運転講習会等の受講回数の多い方を優先。 
2．無事故・無違反証明書 (運転記録証明書は不可) を添付 
3．様式 2「運転免許証の写しを貼付け」 

 

◆『個人タクシー乗車券』の取り扱いについて 
    

1．内  容  ： 『個人タクシー乗車券』(下記見本参照)  額面 1,000 円券 
             額面の金額で換金(取扱い手数料なし) 
   2．有効期限  ： 令和 7 年 4 月 30 日(水) 
   3．最終換金日 ：  令和 7 年 5 月 15 日(木)  
   4．換金方法  ： クーポン券の欄に額面通り記入(おつりは出しません) 
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ご報告日頃より支部の運営業務にご理解とご協力を賜り、感謝を申し上げます。 
総務部 

令和 6 年度 第 2 回 班会議 

班 人 数 出席者数 出席率 

A 班 42 21 50.0％ 

B 班 49 17 34.7％ 

C 班 50 28 56.0％ 

D 班 41 20 48.7％ 

合 計 182 86 47.3％ 

令和 6 年度第 2 回班会議を井草地域区民センター第 1・第 2 集会室にて、 
11/23(土)に A 班と B 班、11/24(日)に C 班と D 班で合同班会議を開催しました。 
お忙しいところご出席ありがとうございました。 

 
12/15(日)に支部第 4 回理事会を開催しましたので主な内容をご報告致します。 
 

≪本部報告事項≫ 

◎令和 6 年 11 月 28 日(水)開催の本部第 4 回理事会について 

資料に基づき主に審議事項について堀内支部長が説明した。 

承認事業者(現行 GO 並びに S.RIDE)に UberTaxi と DiDi が追加された。 

 

≪支部報告事項≫ 

◎支部共済規約 第 15 条(傷病見舞金)・第 16 条(休業手当金)の給付期間について 

  給付期間を短縮する方向で持ち越し、次回理事会で審議する。 

◎支部親睦行事の実施について 

  常任理事以外の理事で計画し実施する事になった。行事内容・実施日は未定。 

◎令和 6 年度 支部中間監査報告について 

  10 月 28 日(月)実施の中間監査について A 班松本監事、B 班小川監事より報告。 

◎令和 6 年度 支部員加入・脱退現況について（令和 6 年 12 月 31 日時点） 
  廃業者 9 名(譲渡 3 名、一般 6 名)、加入者 3 名(譲渡)の 6 名減と報告。 
◎11 月の支部事故報告 

  2 件の物損事故(有責)を報告。 
 
≪支部審議事項≫ 

◇囲碁部、ゴルフ部、卓球部にサークル活動助成金を支給する件 可決承認 

◇支部第 59 回通常総会日程 承認の件             可決承認 

◇新規加入者(5 名分)承認の件                 可決承認 

理事会終了後に出席者全員で支部の大掃除。大掃除終了後、荻窪に移動して納会を開催。 
 

以上 
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◆自賠責保険の手続きをされる方へ 
 

支部で自賠責保険の手続きをされる場合は、事前に連絡をして下さい。 
また、必ず現在の自賠責保険の証書をお持ち下さい。車検証は必要ありません。 
車検日の 2 ヶ月前より入ることができます。 

支部での加入をお願い致します!! 手続きは 15 時までにお願いします。 
 

※早期換金日の自賠責保険加入は控えていただきますようお願いします。 
 

【自賠責保険料】＊12 ヵ月 32,960 円 ＊13 ヵ月  35,230 円 
 

＊車検を受けましたら、「自動車検査証記録事項」のコピーを 

支部に提出してください。 

＊本部 車検・修理ローン、ご利用ください。(手続きは支部へ) 
 

 

違反・免停等がありましたら必ず支部までご連絡下さい。 

また、違反した場合は交通反則告知書のコピーを支部に提出して下さい。 
 

 

◆チケット換金締切日 
 

   １２月分チケット （1/１早朝含む）  １月６日(月)  １４：３０ まで 
 

  １月分チケット （２/１早朝含む）  ２月３日(月)  １４：３０ まで 
  

      お願い!!    チケット換金袋が少なくなっております。  

１人一袋です。 複数お持ちの方は戻して下さい。 
 

チケット換金・支部費支払・物品販売は１５時迄です。 

           どうぞよろしくお願いします。 
 

 
 

◆トヨタモビリティ東京 友の会 巡回サービス  
 

3 ヶ月点検 吉祥寺店 1 月 28 日 (火)   受付  9：30～15：30 

1 ヶ月点検 
3 ヶ月点検 

三鷹野崎北店 1 月 28 日 (火)   受付  9：00～15：00 
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◆東個協ＬＰＧカード価格改定のお知らせ 【令和 6 年 12 月 16 日(月) 改定】 
 

         １㍑当り   113 円 ※消費税別 
 
 
 

◆東個協ガソリンカード価格改定のお知らせ 【令和 6 年 12 月 23 日(月) 改定】  

         

   油  種       税込価格 

  ハイオク        179 円   

  レギュラー       169 円 

     軽油        148 円 
〇 改定前消費税込単価より 5 円値上げ     単位：円／リットル 

 
 
 

◆タクシーチケット新規契約について 
 

契約番号 契約名 契約日 使用伝票 

 11142 丸紅建材リース(株) 令和 6 年 11 月 25 日 東個協発行 

 11166 ケー・エス・ブレーン(株) 令和 6 年 12 月 01 日   〃 

 11167 日本電技(株)     〃   〃 

 11168 (株)サービスセンター     〃   〃 
 

 

 

 
 

【お客様の車内忘れ物対応について】 

1．車内に忘れ物を発見次第、最寄りの交番に届ける。 

(なるべくお客様の目的地近くが望ましい。) 

2．支部事務所に、どこの交番に届けたか内容を報告する。 

3．支部事務所時間外は支部の留守電に入れるとともに、本部にも報告する。 
 

お客様が忘れ物しないように、降車時に必ずお声掛けと振り返って目視で 

チェックしましょう!  

お客様から忘れ物の問い合せが入り、事業者の方へ電話をしておりますが連絡が取れ 

ない方がいます。お客様からは何度も電話が入り、困っております。 

支部から着信・メッセージ等がありましたら、折り返し連絡をお願い致します。 
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  班別対抗無事故表 
 
単独＝単    双方＝双    賠償＝賠    人身＝人 

 

16                 

14                 

12                 

10                 

8                 

6                 

4 6/23 双       11/25 賠   11/27 賠   

2 4/24 単 6/11 双 8/3 単 6/7 単 8/9 単 7/16 賠 4/17 単 5/2 単 

   Ａ班    Ｂ班    Ｃ班    Ｄ班 

            共 済 事 故 報 告   

 

11 月 25 日 吉祥寺通り、パルコ前の停車車両とドアミラーどうしが接触した。 

11月27日 自宅車庫から出庫する際に進入車両にゆずりバック後左の停車車両と接触した。 
 

☆ 健康起因事故防止の為、脳 MRI 検診を受診しましょう。 
☆ 電動キックボードや、モペットの事故が増加しています。注意して下さい！ 
☆ 路上寝込みを発見したら 110 番通報をお願いします！ 
☆ 救護義務違反は 35 点減点、一発取り消しです！ 

  事故発生時は相手が立ち去った場合でも必ずその場で 110 番通報すること！ 
 

事故発生件数 11 件/21 件（11 月末まで） 
令和 6 年度の杉並支部事故削減目標は（令和 5 年度は件数 31 件） 

マイナス 10 件で 21 件 に設定しました。  
 

             交通共済 事故受付専用 電話 

            05700 － 25889   
       24 時間受付しています。ナビダイヤルでのご案内 

夜間・休日は翌営業日以降順次担当者から連絡します。 

         求償、賠償事故にかかわらず報告してください。 
 

＊＊＊ 事故報告書は必ず支部で書きましょう ＊＊＊ 
 

                                共済部長 及川 

共 済 部 

ジ  コ  ハ  ヤ  ク 
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廃業をお考えの方、譲渡譲受契約にご協力をお願い致します 

☆講習生６名が 「譲渡」 を待っています☆                  

         令和６年 11 月試験３名全員合格しました！ 
 

2024 年 12 月 20 日 現在 

講習生譲渡待機者との契約後の流れ 
８月中に譲渡契約  ⇒ ９月中に認可申請  ⇒ １２月中に認可見込          ７月試験合格 ６名 

１２月中に譲渡契約 ⇒ １月中に認可申請  ⇒  ４月中に認可見込       １１月試験合格予定 ３名 

来年４月中に譲渡契約 ⇒ ５月中に認可申請  ⇒  ８月中に認可見込     来年３月試験合格予定 １名 

来年８月中に譲渡契約 ⇒ ９月中に認可申請  ⇒ １２月中に認可見込     来年７月試験合格予定 ２名 

                  

譲渡人の資格要件 
申請日現在において、次のいずれかに該当するとともに、有効な第二種運転免許を有して 

いること。 

1．年齢が 65 歳以上(申請日が誕生日以降)80 歳未満であること。(申請日が誕生日の前日まで) 
2．年齢が 65 歳未満で、傷病等により事業を自ら遂行できない正当な理由がある者。 
3．年齢が 65 歳未満で、20 年以上個人タクシー事業を経営している者であること。 
※ 令和 元年 7 月 26 日に法改正があり、75 歳の誕生日以降の審査継続、不認可の際の 
  2 回目の申請が可能となりました。これには 75 歳の誕生日以降旅客の運送を行わな 
  いことが条件となります。この際の譲渡人の許可期限は認可の日までとなり、この 
  期間中に第二種運転免許証が失効しても可能となります。 

        ★★詳しくは支部までお問い合わせ下さい★★ 
 

譲渡譲受による廃業までの概要 
1. 譲受人（事前試験合格者又は講習生）と譲渡譲受契約を結びます。 

2. 申請に必要な書類、挙証資料を集めます。 

（譲渡人、譲受人双方が集め終わるのに、1 か月ほどかかる場合があります。） 

3. 譲渡譲受認可申請を関東運輸局に提出します。(標準処理期間は、3 か月です｡) 

4. 申請後も、関東運輸局からさらに必要とされる書類の提出を求められたら、提出します。 

5. 申請をしてから 3 か月ほどたつと、処分（認可）がおります。 

☆講習生募集☆ 
講習会では講習生を募集しています。(地理試験廃止になりました！) 

10 年以上法人会社に乗務員として所属し、申請日以前 3 年又は 5 年以上道路交通法の違反

がない、開業資金（200 万円以上）が確保されている、営業区域内に申請時に居住している

など年齢・経験等多くの条件があります。個人タクシーになりたい強い希望のある方をお待

ちしています。個人タクシーの許可に必要な試験は 3,7,11 月に行われます。 

杉並支部 講習会 
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◆顧客情報の漏洩について 
 

 契約顧客より、タクシー車内において、顧客企業の情報や乗客に関する個人情報等 

について会話しているドライバーがいたとの苦情が寄せられました。当該案件は東個 
   協の組合員によるものではありませんでしたが、このような行為は契約内容に含まれ 

   る秘密保持条項に抵触する恐れがあり、場合によっては契約解除などの措置が講じら 

   れる可能性があります。さらに、個人情報や顧客情報の漏洩が発覚した場合、刑事罰 

   や民事責任といった厳しいペナルティが科される場合も想定されます。 

    つきましては、車内での接客対応や会話内容について、改めて十分な注意を払って 

   いただくようお願いいたします。 

 

 

◆ ゴルフ部                                  
会長 鈴木 政一 

 

11 月 18 日本年第 4 回のコンペが富岡カントリーサウスコースで行われました。 
 

    ◎上位成績  優 勝  藤田 昌男      
2   位  山田 博司    

           3  位  末吉 憲次   
 

◎各  賞  ドラコン賞  4 番  永田 秀雄  16 番 末吉 憲次 
ニアピン賞   3 番  新井 誠   13 番 有賀 正美 

5 番  末吉 憲次  15 番 末吉 憲次 
 ベスグロ賞  89 打 末吉 憲次 

 

         ※次回は 12 月 2 日(月) 下仁田カントリー(9 月振替)で開催します。  

 
 

 

防犯カメラ （ＹＴＸ－４０００） 
・２カメラ(車両前方＋車内)        月額保守料 1,045 円（税込） 

・３カメラ(車両前方＋車内＋車内後方)   月額保守料 1,265 円（税込） 

  新規設置並びに解約金なしの場合、組合員さんの取付費用の負担はありません。 

（外国車等、一部の車種では追加費用が発生する場合があります。)  

申込希望者、詳細等は支部にお問い合わせください。 
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 ★自動換金 振込日 (電子マネー系・デビット・クレジット)★ 
           売 上 期 間 

 
振込日 

12 月 26 日 (木)※ ～  1 月 05 日 (日) ➡ 1 月 10 日 (金) 

1 月 06 日 (月)  ～   1 月 12 日 (日) ➡ 1 月 17 日 (金) 

1 月 13 日 (月)  ～   1 月 19 日 (日) ➡ 1 月 24 日 (金) 

1 月 20 日 (月)  ～   1 月 26 日 (日) ➡ 1 月 31 日 (金) 

1 月 27 日 (月)  ～   2 月 02 日 (日) ➡ 2 月 07 日 (金) 

自動換金は 週１回  毎週金曜日の振込 

(祝休日の場合は変動あり、支部報でお知らせします) 

チケット、クレチケ、福祉券等の換金は 月・水・金曜日の最大週３回 

早期換金は曜日に関係なく従来通りです｡ 

換金遅れのないようお願いします! 
 

チケットの早期換金にご協力お願いします！！ 
 

 

 

GO のログインを毎月必ず一度以上行なってください!! 
忘れると翌月3,300円の請求がされます。やり方が解らない方は支部まで連絡を! 

 
 
 
 

売上票（カード会社控）の提出について 
売上票（カード会社控）を提出していただいておりますが、売上票のサイン 

漏れ及び印字不良の場合はお手数ですが裏面に経路を記載して提出して下さい。 

 
 
 

      支部報と東個協ニュースを杉並支部のホームページに 

掲載しています。ご活用ください。 
 

 

 

 


